
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和元年１０月１５日（火） ８：２８～８：３８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 井 克 行 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

菅 原 一 秀 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

欠 席 者：岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ６件 

〇国会提出案件 ２６件 

○法律案       １件 

○政令        ２件 

○人事        ４件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 

1



 

議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「日・米貿易協定」

外１件の条約の締結につき，国会の承認を求めることについて，御決定をお願いい

たします。「日・米貿易協定」は，物品貿易について，関税の撤廃又は削減の方法等

を定めることで両国間の物品貿易を促進するものであります。次に，「日・米デジタ

ル貿易協定」は，円滑で信頼性の高い自由なデジタル貿易を促進するための法的基

盤を確立することで両国間のデジタル貿易を促進するものであります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「インド国」及び「タジキスタン国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべ

き信任状及び解任状であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書２６件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，法律案について，御決定をお願いいたします。「情報処理の促進に関する法

律の一部改正法案」は，情報処理システムが戦略的に利用され，多様なデータが活

用される高度な情報化社会の実現を図る観点から，企業のデジタル経営改革を促進

するための情報処理システムの運用及び管理に関する指針の策定等の措置を講ず

るものであります。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。まず，「沖縄振興特別措置

法施行令の一部を改正する政令」は，沖縄における新たな事業の創出の一層の促進

を図るため，沖縄振興開発金融公庫の新事業創出促進業務の資金に充てる資本金を

増額するものであります。 

次に，「学校教育法施行令の一部を改正する政令」は，大学院の収容定員に係る学

則の変更について，文部科学大臣の認可を受けなければならないこととするもので

あります。 

次に，人事案件について，申し上げます。キルギス国駐箚大使山村嘉宏外１名を

願いに依り免ずること，また，大韓民国駐箚大使長嶺安政に英国駐箚を命ずること

等を承認することについて，それぞれ御決定をお願いいたします。 

次に，財務大臣政務官井上貴博外７名に，国際通貨基金第７４次年次総務会臨時

総務代理たる日本政府代表代理等を命ずること外２件について，御決定をお願いい

たします。 

次に，地主豊外１０３名の叙位又は叙勲等について，御決定をお願いいたします。 

次に，件名外案件について，申し上げます。まず，即位礼正殿の儀における「天

皇陛下のおことば」及び「内閣総理大臣の寿詞」について，御決定をお願いいたし

ます。お手元の「おことば」及び「寿詞」を朗読いたします。 

即位礼正殿の儀における天皇陛下のおことば 

さきに，日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたし

ました。ここに「即位礼正殿の儀」を行い，即位を内外に宣明いたします。 
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上皇陛下が３０年以上にわたる御在位の間，常に国民の幸せと世界の平和を願わ

れ，いかなる時も国民と苦楽を共にされながら，その御心を御自身のお姿でお示し

になってきたことに，改めて深く思いを致し，ここに，国民の幸せと世界の平和を

常に願い，国民に寄り添いながら，憲法にのっとり，日本国及び日本国民統合の象

徴としてのつとめを果たすことを誓います。 

国民の叡智とたゆみない努力によって，我が国が一層の発展を遂げ，国際社会の

友好と平和，人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。 

即位礼正殿の儀における内閣総理大臣の寿詞 

謹んで申し上げます。 

天皇陛下におかれましては，本日ここにめでたく「即位礼正殿の儀」を挙行され，

即位を内外に宣明されました。一同こぞって心からお慶び申し上げます。 

ただいま，天皇陛下から，上皇陛下の歩みに深く思いを致され，国民の幸せと世

界の平和を常に願い，国民に寄り添いながら，日本国憲法にのっとり，象徴として

の責務を果たされるとのお考えと，我が国が一層発展し，国際社会の友好と平和，

人類の福祉と繁栄に寄与することを願われるお気持ちを伺い，深く感銘を受けると

ともに，敬愛の念を今一度新たにいたしました。 

私たち国民一同は，天皇陛下を日本国及び日本国民統合の象徴と仰ぎ，心を新た

に，平和で，希望に満ちあふれ，誇りある日本の輝かしい未来，人々が美しく心を

寄せ合う中で，文化が生まれ育つ時代を創り上げていくため，最善の努力を尽くし

てまいります。 

ここに，令和の代の平安と天皇陛下の弥栄をお祈り申し上げ，お祝いの言葉とい

たします。 

令和元年１０月２２日 内閣総理大臣 安倍 晋三 

「おことば」及び「寿詞」があるまで，不公表扱いといたしたいので，御了承を

お願いいたします。なお，「おことば」及び「寿詞」は，そのまま席上に置かれるよ

う，お願いいたします。 

次に，「資源探査用将来型センサー計画に係る協力に関する取極の有効期間の延

長に関する書簡」を米国との間に交換することについて，御決定をお願いいたしま

す。本件は，衛星に搭載された，資源探査用将来型センサーを用いて，資源探査，

地球環境観測等に資する観測データの収集・分析等を協力して行うための取極の有

効期間を本年１０月２４日から７年間延長することについて，取り極めるものであ

ります。なお，明日の書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願いいた

します。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令 和 元 年 

10 月 15 日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 貿 易 協 定 の 締 結

に つ い て 国 会 の 承 認 を 求 め る の 件 （ 決 定 ）

（ 外 務 省 ） 

〃 ○ デ ジ タ ル 貿 易 に 関 す る 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と

の 間 の 協 定 の 締 結 に つ い て 国 会 の 承 認 を 求 め る の

件 （ 決 定 ）              （ 同 上 ）

   ☆ イ ン ド 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 鈴 木  哲 外 １ 名 に 交 付

す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 平 松 賢 司 外 １

名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て

（ 決 定 ）               （ 同 上 ）

◎ 国 会 提 出 案 件

1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 竹 本一

科学 技 術 ・ Ｉ Ｔ 担 当 大 臣 の 「 行 政 手 続 き の

『 デ ジ タ ル 化 』 と 書 面 に 押 印 す る 日 本 古 来 の

『 は ん こ 文 化 』 の 両 立 を 目 指 す 」 と い う 意 味

合 い の 発 言 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）         （ 内 閣 官 房 ）

  ○ 1. 参議院議員有田芳生（立憲・国民．新緑風会・

社民）提出拉致問題における仮想現実（ＶＲ）

を 利 用 し た 啓 発 活 動 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答

弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 内 閣 総 理

大 臣 主 催 の 「 桜 を 見 る 会 」 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ）

1. 参議院議員吉川沙織（立憲・国民．新緑風会・

社 民 ） 提 出 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 無 償 化 に 係 る 内

閣 府 令 の 誤 り に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）          （ 同 上 ）

資 料
あ り

資 料
な し

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 あ お り 運  
転 の 対 応 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い  
て （ 決 定 ）           （ 警 察 庁 ）  

1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 「 令 和 時  
代 の Ｎ Ｈ Ｋ の あ り 方 に 関 す る 質 問 主 意 書 」 の  
答 弁 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 総 務 省 ）  

    1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 東 京 入 管  
に お い て ハ ン ガ ー ス ト ラ イ キ を し て い る 女 性  
被 収 容 者 の 着 替 え や 排 泄 を し て い る 姿 を カ メ  
ラ で 監 視 し て い る こ と に 関 す る 質 問 に 対 す る  
答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 法 務 省 ）  

    1. 参 議 院 議 員 田 島 麻 衣 子 （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風  
会 ・ 社 民 ） 提 出 外 国 人 材 の 受 け 入 れ ・ 共 生 の  
た め の 対 応 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に  
つ い て （ 決 定 ）          （ 同 上 ）  

    1. 参議院議員有田芳生（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 安 倍 首 相 に よ る 日 朝 首 脳 会 談 構 想  
に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 外 務 省 ）  

    1. 参議院議員有田芳生（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 安 倍 政 権 の 拉 致 問 題 解 決 に 向 け た  
基 本 方 針 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い  
て （ 決 定 ）            （ 同 上 ）  

    1. 参議院議員有田芳生（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 河 野 前 外 相 の 外 遊 に 関 す る 質 問 に  
対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ）  

    1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 国 連 決 議 違 反 の 北 朝 鮮 の ミ サ イ ル  
発 射 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

    1. 衆 議 院 議 員 福 田 昭 夫 （ 立 国 社 ） 提 出 消 費 税 及  
び 地 方 消 費 税 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）        （ 財 務 省 ）  
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    1. 衆議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 Ｍ Ｍ Ｔ 
（ 現 代 貨 幣 理 論 ） に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁  
書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 財 務 省 ）  

    1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 英 語 の 資  
格 ・ 検 定 試 験 と Ｃ Ｅ Ｆ Ｒ と の 対 応 関 係 に 関 す  
る 作 業 部 会 の 委 員 に 実 施 団 体 の 関 係 者 が 入 っ  
て い る こ と に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）        （ 文 部 科 学 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 大 学 の 広 報  
に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 文 化 庁 の あ い ち ト リ エ ン ナ ー レ へ  
の 補 助 金 不 交 付 措 置 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 横 浜 市  
金 沢 区 の 工 業 団 地 の 被 災 事 業 者 へ の 支 援 及 び  
護 岸 の 復 旧 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）        （ 経 済 産 業 省 ）  

1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 無 人 機 に よ る 戦 略 爆 撃 に 対 す る わ  
が 国 の 石 油 備 蓄 施 設 の 抗 堪 性 に 関 す る 質 問 に  
対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 が け 崩  
れ を 誘 発 す る 恐 れ の あ る 立 ち 木 や ， 土 砂 崩 れ  
に よ る 倒 木 を 未 然 に 防 止 す る た め の 立 ち 木 の  
伐 採 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 国 土 交 通 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 国 土 交 通  
省 に よ る 請 願 権 等 侵 害 を 認 め た 確 定 判 決 に 関  
す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     

（ 同 上 ）  
1. 衆 議 院 議 員 阿 部 知 子 （ 立 国 社 ） 提 出 カ ジ ノ を  

含 む 特 定 複 合 観 光 施 設 区 域 整 備 の た め の 基 本  
方 針 案 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  
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1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 小 笠 原 諸 島  
に お け る 中 国 漁 船 宝 石 サ ン ゴ 密 漁 に よ る 海 底  
環 境 へ の 悪 影 響 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）        （ 環 境 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 小 泉 進 次  
郎 環 境 大 臣 の 「 国 連 気 候 行 動 サ ミ ッ ト 」 に お  
け る 気 候 変 動 及 び 石 炭 火 力 発 電 に 対 し て の 発  
言 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 小 泉 進 次  
郎 環 境 大 臣 の 福 島 県 内 の 除 去 土 壌 等 の 終 処  
分 に 対 し て の 発 言 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁  
書 に つ い て （ 決 定 ）        （ 同 上 ）  

1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 気 候 変 動 の よ う な 問 題 は セ ク シ ー  
で な け れ ば な ら な い と い う 小 泉 環 境 大 臣 の 発  
言 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

 

◎ 法 律 案 

   ○ 情 報 処 理 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 

律 案 （ 決 定 ）       （ 経 済 産 業 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 沖 縄 振 興 特 別 措 置 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）            （ 内 閣 府 本 府 ） 

 〃  ○ 学 校 教 育 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

                   （ 文 部 科 学 省 ） 

 
◎ 人  事 

   ○ 特 命 全 権 大 使 山 村 嘉 宏 外 １ 名 を 願 に 依 り 免 ず る こ 

と に つ い て （ 決 定 ） 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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   ○ 財 務 大 臣 政 務 官 井 上 貴 博 外 ７ 名 に 国 際 通 貨 基 金 第 

７ ４ 次 年 次 総 務 会 臨 時 総 務 代 理 た る 日 本 政 府 代 表 

代 理 等 を ， 財 務 大 臣 政 務 官 井 上 貴 博 外 ４ 名 に 多 数 

国 間 投 資 保 証 機 関 第 ３ ２ 次 総 務 会 臨 時 総 務 代 理 た 

る 日 本 政 府 代 表 代 理 を ， 外 務 省 大 臣 官 房 政 策 立 案 

参 事 官 兼 北 米 局 有 馬  裕 に 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 

国 と の 間 の 相 互 協 力 及 び 安 全 保 障 条 約 第 ６ 条 に 基 

づ く 施 設 及 び 区 域 並 び に 日 本 国 に お け る 合 衆 国 軍 

隊 の 地 位 に 関 す る 協 定 第 ２ ５ 条 に よ る 合 同 委 員 会 

日 本 政 府 代 表 代 理 等 を 命 ず る こ と に つ い て 

（ 決 定 ） 

 〃  ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る 

こ と に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ☆ 岩 手 県 立 大 学 名 誉 教 授 地 主  豊 外 １ ０ ３ 名 の 叙 位 

又 は 叙 勲 等 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕    

  

資 料  
あ り  
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                 令 和 元 年 

              10 月 15 日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 即 位 礼 正 殿 の 儀 に お け る 天 皇 陛 下 の お こ と ば に つ 

い て （ 決 定 ）           （ 内 閣 官 房 ） 

 〃  ○ 即 位 礼 正 殿 の 儀 に お け る 内 閣 総 理 大 臣 の 寿 詞 に つ 

い て （ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

   ○ 資 源 探 査 用 将 来 型 セ ン サ ー 計 画 に 係 る 協 力 に 関 す 

る 日 本 国 政 府 と ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 と の 間 の 取 極 

の 有 効 期 間 の 延 長 に 関 す る 書 簡 の 交 換 に つ い て 

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 
 

 

  

（ 火 ）   件 名 外 案 件  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

（ 回 収 ） 
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